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概要 

本論文は、市区町村が実施するグリーン調達（環境配慮製品の優先購入）におけるグリーン調達方針の有効性

と限界について、環境省が実施する市区町村のグリーン調達に関する調査データを利用して分析したものであ

る。グリーン調達方針とは、各市区町村がグリーン調達に取り組むことを明確にするものであるが、対外的に

宣言するだけである場合と、具体的な対象品目や基準を明確にする場合がある。方針の有無及び様々なグリー

ン調達の阻害要因のクロス集計を実施した結果、グリーン調達方針は、人的資源やマニュアルの不足等によっ

て生じる問題を緩和する可能性が示唆された。加えて、回帰分析の結果、グリーン調達の実施を宣言とグリー

ン調達方針の策定は、自治体職員がグリーン調達の効果を実感する確率を高めることがわかった。しかし、こ

れらは、グリーン調達の効果を定量的に測定する確率には統計的に有意な影響が検出されなかった。さらに、

グリーン調達の効果を実際に実感している自治体数は非常に少なく、効果を定量的な計測は難しい傾向にあ

る。グリーン調達の効果の計測の難しさは、グリーン調達の効果の理解の難しさという、更なる課題を生じさ

せている可能性がある。我々の分析は、グリーン調達方針がこれらの問題を解消することは難しいことを示唆

している。 
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はじめに 

政府支出は各国の GDP10%以上を占めることや

Hawkins et al. (2011)がアメリカ政府の購入はビジネス

セクターとして世界最大と述べていることから分かるよう

に、政府による購入が消費に占める割合は大きい。そ

のため、政府は民間部門が公共の目的に貢献すること

を促すために市場で権力を利用することがしばしばある

(Grandia, 2016)。グリーン購入はその典型例である。日

本では、グリーン購入法が 2000年 5月 31日に公布、

2001年 4月 1日に施行された。すべての国の機関（省

庁、独立行政法人、国立大学法人等）に対して、グリー

ン購入法の基本方針で定められた指定グリーン購入品

目の購入を義務付けている。2003年以降、国家機関に

おけるグリーン購入率（購入した物品・サービスが環境

配慮基準を満たしている割合）が 95％以上の品目の割

合は約 90％となっている。 

 この高いグリーン調達率の一因として、グリーン購入

活動の公表と「グリーン購入方針の策定・方針の実施・

方針の成果の分析・政策の改善」の購入活動に関する

PDCAサイクルを採用することが国家機関には義務付

けられていることがあると思われる。購入方針を策定し

ていなかったり、購入活動の PDCAサイクルを採用して

いなくとも、環境に配慮した物品サービスを購入すること

はできる。しかし、ただグリーン購入を行うだけでなく、グ

リーン購入率を測り、それを高めるには、購入方針の 

策定や購入活動の PDCAサイクルの採用を行っていな

いと困難だと思われるからである。実際に、Miyamoto et 

al. (2020)によって、グリーン購入率の把握と購入方針

の策定に正の相関があることが示されている。 

 国家機関の高いグリーン購入率と比較すると、自治体

のグリーン購入および（購入方針の策定など）それを下

支えする取り組みは進んでいない。大きな要因の一つ

は、地方公共団体にとってはグリーン購入と購入方針



の策定は努力義務に過ぎないことにあると思われる。し

かし、人的資源に余裕のない多くの自治体で取り組む

ことが多大な負担になるとみて、義務付けることなく努力

義務のままになっている可能性が高い。なぜならば、環

境省が毎年実施している「グリーン調達に関するアンケ

ート調査」で、調達方針を策定していない自治体の約 7

割が策定時の課題として人員不足をあげている。また、

人的資源が相対的に豊富な都道府県・政令指定都市

のすべてが、グリーン購入方針を策定しており、その

25％程度は国家機関と同様に非常に高いグリーン調達

率を達成しているからである。このように人的資源の問

題は大きいと思われる。ただし、少数ながらも小規模な

自治体でもグリーン調達の方針を策定しているところは

存在している。また、豊富な都道府県・政令指定都市で

も、グリーン購入の取組が進んでいないところもあり、他

にも阻害要因があると思われる。 

 2018年度の同アンケート調査では、人員不足以外の

要因として、調達費用増加の懸念やグリーン購入の取

組の効果が不明などのグリーン購入の影響に関するも

のをあげている自治体も多かった(前者は約 4割・後者

は 3割強)。悪影響が懸念され、効果が不明な取り組み

に対して、人的資源に余裕がない自治体が後ろ向きな

のものもっともだと思われる。しかし、グリーン購入方針

を策定している自治体の 57.4%は、グリーン購入には何

らかの良い効果(環境負荷削減効果、職員の啓発効果

など)があった回答している（策定していない自治体は

19.3%）。 環境負荷や調達量・費用の削減効果などの

直接的な効果に限定すると、方針を策定している自治

体の 39.0%が効果を実感しているのに対し、策定してな

い自治体の 14.3%しか効果を実感していない。これら

は、グリーン購入方針を策定することで効果的なグリー

ン購入を行えるようになる可能性を示唆している。 

 多くの市区町村のグリーン購入方針には、グリーン購

入法の基準を満たすエコラベルなどの情報が記載され

ている。つまり、方針はグリーン購入のマニュアルのよう

な側面を持つので、物品調達業務を行う職員の知識・

能力を補助して、より効果的なグリーン購入の実施に貢

献していると考えられる。ただ、上述のアンケート回答か

ら方針を策定している自治体の約 4割程度しか直接的

な効果を実感していないことから、方針の策定は人員不

足などの組織的な問題の解決には直接つながらないた

め、効果的なグリーン購入の実施に至らない場合も多

いことも推測される。 

 本稿は、グリーン購入の方針を中心とした関連取り組

みの効果と限界について考察する。1節で、公共部門

(特に市区町村)のグリーン購入について制度的な概要

を説明する。その際、グリーン購入の方針と環境方針で

のグリーン購入推進宣言の関係性について説明する。

次に、環境省のアンケート調査から得られたデータを、

グリーン購入方針の策定状況、グリーン購入推進宣言

の有無、阻害要因、効果などを中心に確認する。その

後、回帰分析を行うことで、グリーン購入の方針と環境

方針でのグリーン購入推進宣言がグリーン購入の効果

に与える影響を、これらの相互作用を含めて検討する。

最後に、データ分析から得られた政策的な含意につい

て議論を行う。 

 

1. 日本のグリーン公共購入 

Thomson and Jackson (2007)が述べているように、「日

本はグリーン公共調達の先進国」であり、日本は、2000

年 5月 31日にグリーン購入法（グリーン調達推進法）

を公布し、2001年 4月 1日に施行するなど、比較的早

い段階からグリーン購入に取り組んできた。 

グリーン購入法では、すべての国の機関（省庁、独立

行政法人、国立大学法人等）に対して、指定グリーン購

入品目の購入を義務付けている。指定品目は、2001年

には 101品 目(14分野)、2018年には 275品目(21分

野)となっている。2003年以降、国家機関におけるグリ

ーン購入率が 95％以上の品目の割合は約 90％となっ

ており、2017年の国家機関によるグリーン購入で、約

34,570t-CO2の温室効果ガスを削減されたと推定され

る(環境省 2017)。 

グリーン購入法による義務は、グリーン購入そのもの

だけではない。国家機関には、グリーン購入活動の公

表と、グリーン購入の方針（GPP）の策定、政策の実施、

政策の成果の分析、政策の改善などの PDCAサイクル

を採用する義務がある。環境省（2007）は、機関が自ら

GPPを作成する場合、(1)方針の対象となる調達品目の

特定、(2)方針タスクフォースや方針実施体制の確立、

(3)調達手順の図示の 3つのステップを踏むことを推奨

している。 

国の機関とは対照的に、地方自治体（都道府県およ

び市町村）にはグリーン購入法上の義務はない。地方

自治体は、国の機関が義務づけられていることを行うた



めに合理的な努力をすることが求められている。すべて

の都道府県とすべての指定都市が GPPを導入してい

るのに対し、市区町村では約 4分の 1 しか導入されて

いない。ただし、市区町村の環境方針（環境基本計画、

環境マネジメントシステム、温暖化や循環型経済に関す

る計画など）で、目標を達成するための手段として、グリ

ーン購入推進宣言をしている市町村は半数近くある。

地方自治体の GPP作成支援活動を行っているグリーン

購入ネットワークの関係者によると、環境方針でグリーン

購入推進宣言したものの実務上どのように取り組めばよ

いのか不明なため、分かりやすい購入基準(エコラベル)

を記載した GPPを作成するという順になることが大多数

のようである。 

なお、地方公共団体のグリーン購入の状況は、環境

省が 2001年より毎年実施している「グリーン調達に関

するアンケート調査」によって把握することができる。こ

の調査は地域の実情に即した推進策を検討するための

基礎資料とすることを目的としており、基本方針及び調

達方針等の策定状況/方針策定以外の取り組み/グリ

ーン購入の実施状況、実績及び課題/グリーン購入法

の調達品目以外の独自の品目及び判断基準/グリーン

購入に当たっての阻害要因、参考情報などを調査して

いる。この調査の特徴として、回答率が非常に高いこと

が挙げられる。2001年（2000年実績）から 2016年

（2015年実績）までの平均で約 75％、最高で 96％の回

答率であった。 

2. 記述統計 

本稿では、「グリーン調達に関するアンケート調査」の

2016年度のデータを使用する。当調査の項目は年度

ごとに若干の差異があり、当年度の調査では、グリーン

調達の効果について担当者の実感があるかなどの項目

が含まれている。また、市区町村にのみ注目し、都道府

県及び政令指定都市は除外する。当年度の市区町村

の回収率は約 96%であり、すなわち、1652の市区町村

データを使用する。 

まず、日本のグリーン調達の大きな特徴である、GPP

の採択率に注目する。本調査では、GPP採択の方式

を、（１）環境政策に関連するスキームの中に記載してい

るか、（２）単独の方針として策定しているか、に区別し

て調査している。（１）における環境政策は、「環境施策

の基本となる計画（環境基本計画等）」、「環境マネジメ

ントシステム（EMS）」、「地球温暖化防止に資する計画

（地球温暖化対策実行計画等）」、「循環型社会に資す

る計画（循環型社会推進計画等）」、「その他」の 5種類

から選択する方式である。本稿では、これらのいずれか

に記載されている GPPを、「推進宣言」と記す。また、単

独で策定されている GPPを「単独 GPP」と記す。 

図 1は、種々のスキームと GPPの種類別に見た採択

率をまとめている。これを見ると、環境政策に関連するス

キーム自体の策定率は、地球温暖化対策、環境基本計

画等、循環型社会等、EMS、その他の順番で高い。最

も高い地球温暖化対策は約 60％、次に高い環境基本

計画等は約 50%の自治体で採択されている。他方、循

環型社会等と EMSは約 20％であり、上位２つの値と大

きな開きがある。また、その他のスキームの採択率は、

2％に満たない。 

次に、GPPに関連する策定率を見ていく。単独 GPP

の策定率は、399/1652（約 24％）である。循環型社会

等や EMS と同程度の採択率であり、他のスキームと比

較しても高くない数値である。推進宣言についてみる

と、まず、推進宣言のうち、少なくとも一つ保有する自治

体の割合は、740/1652（約 4割）である。単独 GPP と比

較して、高めの数値となっている。具体的には、地球温

暖化対策等及び環境基本計画では約半分、EMSを策

定する自治体では、2/3程度の自治体で推進宣言が含

まれている。他方、循環型社会等ではほとんど含まれな

い。その他のスキームに GPPが含まれるケースは７であ

った。その他のスキームの策定率と会わせて、極めて少

ないため、以後は、その他のスキームは分析・考察から

除外する。単独 GPPのみを策定している自治体の割合

は 113/1652（約 7%）である。 

GPPは、地球温暖化対策や環境基本計画等と関連づ

けられる傾向にあることがわかる。ただし、2020年にプ

ラスチックゴミ袋が有料化され、当時よりも資源の節約な

どへの機運が高まっている現在では、循環型社会と関

連づける自治体が多くなっている可能性がある。 

 



 

図 1 スキーム別 GPP 策定率 

 

 図 2は、各スキームを策定している自治体と策定し

ていない自治体の財政力指数の分布を比較している。

細線は、スキームに推進宣言を含む自治体の財政力指

数の分布、点線は、スキームに推進宣言を含まない（も

しくは、スキーム自体を策定していない）自治体の財政

力指数の分布を表している。「その他」を除いて、いず

れのスキームでも、策定している自治体の方が財政力

指数は高い傾向にある。財政的余裕がある自治体の方

が、各スキームを策定しやすいと考えられる。単独 GPP

に対しても同様の傾向があることが報告されている

（Miyamoto et al., 2020） 

 

図 2 各スキーム策定と財政力指数の分布の関係 

 

推進宣言は、あくまで他のスキームの一部であるという

性質上、どのような製品を対象とするか、どのような基準

を持って取り組むか等、詳細な記載が十分ではない可

能性が高い。そのような場合、推進宣言を策定後、改め

て単独 GPPを策定し、グリーン調達を本格的に進める

可能性がある。 

そこで、図 3は、各スキーム別の推進宣言を策定し

ている自治体とそうでない自治体について、単独 GPP

の策定率を比較している。この図から明らかなように、推

進宣言を策定している自治体の方が、単独 GPPを策

定している割合が高い。いずれのスキームにおいても、

策定率に倍近い差が生じていることがわかる。これは、

まずは推進宣言を策定するところからグリーン調達を始

める自治体が多いことを示唆している。 

 

 

図 3 単独 GPP の有無と推進宣言採択の関係 

 

次に、グリーン調達の実施にどのような阻害要因が

あるかについて、いくつかの項目を抜粋して分析す

る。図 4 は、回答自治体全体、いずれかのスキーム

で推進宣言を策定する自治体、単独 GPP を策定す

る自治体及びいずれも策定していない自治体におけ

る、各項目を阻害要因として回答している割合を示

している。なお、全ての自治体における回答率を基

に、割合が高い項目から降順になっている。 

まず、回答自治体全体における傾向を見る。約 6 割

が人的資源の不足を阻害要因と回答している。次に、

各部局で個別に調達をしていることを阻害要因とし

ているのが 4 割である。組織的な意識の低さ、マニ

ュアル等の欠如及びグリーン調達の基準に適合する

製品の判断が難しいことを挙げている割合が約 3 割

である。最後に、グリーン調達の効果がわかりにく

いことを阻害要因としているのは、約 2 割である。 

グリーン調達の阻害要因に関する傾向は、概ねこれ

までの海外での事例と整合的である。まず、人的資

源の不足が第 1 に挙がる傾向にある。これまでの海

外研究を見ても、人的資源の不足（やその背景とし

ての財政的制約）をグリーン調達の阻害要因として

あげる研究は数多い（Warner and Ryall, 2001, 

Preuss, 2007, Geng and Doberstein, 2008, Walker 

and Brammer, 2009, Brammer and Walker, 2011, 
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Hoejmose and Adrien-Kirby, 2012, Ahsan and 

Rahman, 2017, Michelsen and de Boer, 2009, 

Testa et al., 2012, Testa et al., 2016, Prier et al., 

2016）。日本においても、これは主要な問題なようで

ある。 

次に、部局間の連携や組織的意識の低さといった組

織レベルの問題、マニュアルの有無と判断基準とい

う担当者レベルの事務上の問題、次いでグリーン調

達からどのようなメリットが得られるのかわからな

いことが問題とされている。これらにも、いくつか

の同様のことを指摘した研究が確認される。たとえ

ば、組織的意識の低さを指摘した研究（Geng and 

Doberstein, 2008, Testa et al., 2012, Testa et al., 

2016）や上司にサポートの不足（Rahman and 

Ahsan, 2017）等がある。また、グリーン調達の効果

のわかりにくさや適合製品の判断の難しさは

Varnäs et al. (2009)や Sporrong and Bröchner

（2009）等で指摘されている。 

このような阻害要因のいくつかは、単独 GPP の策

定によって解消される可能性が Miyamoto et al. 

(2020)で示唆されている。では、GPP の策定によっ

て各阻害要因に対する認識はどのように変化するだ

ろうか。引き続き図 4 を見ると、ほとんどの項目で、

GPP 及び推進宣言を策定している自治体における

割合の方が低くなる傾向にある。また、いずれも策

定していない自治体との差は、推進宣言よりも単独

GPP との差の方が高い傾向にある。 

まず、単独 GPP 策定による違いを見ると、最も顕

著は差が生じているのは、人的資源の不足とマニュ

アル等の有無である。これは、単独 GPP がグリーン

調達の対象とする品目や基準を明確化し、マニュア

ルとしての機能を持つことを反映していると考えら

れる。さらに、業務内容が明確化され、効率化され

ることで人的資源の不足も感じにくくなると考えら

れる。一方で、これらの項目で、推進宣言策定によ

る差異は大きくない。これは、推進宣言は、具体的

な内容を含まない場合が多いことと整合的である。

次に、単独 GPP の策定による差が大きいのは、部局

間の連携の有無と組織的な意識である。他方、推進

宣言がある場合は、組織的な意識は高い傾向にある

が、部局間の連携の有無ではほとんど差がない。単

独 GPP の策定は、組織的な連携の促進に寄与する

可能性がある一方、推進宣言の策定は、役所内全体

での意識は高めるが、実務上の連携や調達業務の統

一にまでは影響がない可能性がある。 

グリーン調達の適合製品の判断とグリーン調達の

効果の分かりにくさでは、上記の項目と異なる傾向

にある。まず、グリーン調達適合製品の判断が難し

いと回答する割合は、単独・推進宣言を策定する自

治体の方が高い。これは、GPP の策定によって業務

内容は明確になっても、製品の適合判断は容易では

ない可能性を示唆している。次に、グリーン調達の

効果の分かりにくさについては、単独もしくは推進

宣言を策定している場合とそうでない場合とで、ほ

とんど差が見られなかった。これは、グリーン調達

の目的の複雑さを表すとともに、GPP の策定などに

よって容易に解決されないことが示唆されている。 

 

図 4 グリーン調達の阻害要因（全体、各 GPP の

有無） 

 

 当調査では、グリーン調達の効果の分かりにくさという

項目に加えて、いくつかの具体的な効果に焦点を当て

て、担当者が実際に認知しているか、及び定量的に把

握しているかどうかを調査している。本稿では、それらの

うち、「環境負荷低減効果（廃棄物量削減等）」、「総費

用の縮減（省エネ等）」、「調達総量の削減」、「その他環

境負荷削減の取り組み等との相乗効果」、「調達業務の

効率化（製品を選ぶ時間の短縮等）」の 5項目を抜粋す

る。さらに、それらのいずれかの効果を感じているかどう

かを分析対象とする。 

図 5 は、各効果の実感の有無を、全自治体、そのた

の GPP を策定する自治体、単独 GPP を策定する自治

体、何も策定いない自治体に分けて表している。また、
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全ての自治体における実感の有無をもとに左から降順

で表示している。全自治体の傾向を見ると、上記のうち、

少なくとも一つの効果を感じている割合は 2割程度であ

る。個別の項目を見ると、環境負荷低減効果等を感じて

いる割合が 13％程度であり、その他の項目は 10%に満

たない。最も数値の低い項目は調達業務の効率化であ

り、グリーン調達業務の遂行の困難さを表していると考

えられる。 

単独GPPを策定する自治体と、何も策定していない自

治体を比較すると、いずれの項目でも策定自治体にお

ける割合の方が高い。いずれの項目でも、何も策定して

いない自治体と比べて 3倍程度の数値となっている。た

だし、調達業務の効率化のみ、単独 GPP を策定してい

る場合でも 5％に満たない。推進宣言の策定の有無を

比較した場合でも、同様の傾向である。単独 GPP があ

る場合程の差は生じていないが、いずれの項目でも 2

倍程度の差が見られる。 

次に、図 6 は、各効果を定量的に把握している割合

を、図 5 と同様の分け方で表している。まず、全自治体

の傾向を見ると、項目の順番は図 5 と同様であることが

わかる。効果の実感がある項目ほど、定量的も進んでい

る傾向にある。しかし、その数値を見ると、高くても 4％

程度であり、ほとんどの自治体では定量的な把握は進

んでいない。GPP の有無で比較した際の傾向も、実感

の有無とほとんど同様である。また、単独 GPP を策定し

ている場合、その数値は高くても 10％程度である。 

 

 

図 5 グリーン調達の効果を実感している自治体

割合（全体、各 GPP の有無） 

 

 

図 6 グリーン調達の効果を定量的に把握してい

る自治体割合（全体、各 GPP の有無） 

 

これまでの分析を総括すると、グリーン調達の実施

には、役所内の意識や連携などの組織的要因、担当

者の業務などの現場レベルの要因、及びグリーン調

達自体の分かりにくさがあることがわかる。GPP の

策定は、組織的要因や担当者の業務の改善には有効

であることが示唆された。しかし、グリーン調達の

効果の認識自体はほとんど改善されないことが示唆

される。他方で、具体的な効果に着目すると、GPP

を策定している自治体の方がその実感・把握が促進

される可能性がある。 

本章で注目してきた阻害要因の中でも、グリーン調

達の効果の分かりにくさ（及び効果の実感・把握の

有無）は、他の項目と異なる性質を持っている。人

的資源の不足、組織的な意識、部署間の連携、マニ

ュアルの有無及び製品の判断の難しさなどとは異な

り、グリーン調達に実際に取り組む段階では問題に

なることはない。しかし、グリーン調達の効果が分

かりにくい/実感しにくい/把握しにくいという問題

は、グリーン調達をそもそも実施しないという意思

決定を促しうる。 

本研究のデータが示唆するのは、特定の項目を取り

上げて効果が出ているかどうかを調査しても、全体

として 2 割程度の自治体でしかその実感が持ててい

ないことである。どのような自治体で、グリーン調

達の効果の実感・把握が進むかを明らかにするには、

より精緻な統計分析を実行する必要がある。 

 

3. 回帰分析 

 

本章では、前章で見てきた、グリーン調達の効果
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の実感・把握の促進要因を明らかにすることを目的

とする。特に、単独 GPP 及び推進宣言の策定がど

のような影響を及ぼすかに注目する。しかし、前章

で述べたように、推進宣言が含まれうる各スキーム

の策定は自治体の財政規模の大きさ等と関連してい

る可能性がある。また、Miyamoto et al. (2020)で

は、単独 GPP の策定もまた、自治体規模などが影

響している可能性が示唆されている。よって、本研

究では、回帰分析によって財政規模などの影響を排

除し、単独 GPP 及び推進宣言の策定がグリーン調

達の効果の実感・把握を促進するかを分析する。 

具体的には、グリーン購入の効果を実感するかど

うか、及び効果を把握するかどうかを、以下のよう

に定式化し、ロジットモデルを使用して分析する。 

Pr(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑖 = 1|𝐺𝑃𝑃𝑖 ,𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖, 𝑿𝑖) =
𝐺(𝛽1𝐺𝑃𝑃𝑖 + 𝛽2𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑖 + 𝛽3𝐺𝑃𝑃𝑖 ∗

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖 + 𝜸𝟏𝑿𝑖)（1） 

Pr(𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖1|𝐺𝑃𝑃𝑖 , 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖 , 𝑿𝑖) =

𝐺(𝛽4𝐺𝑃𝑃𝑖 + 𝛽5𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖 + 𝛽6𝐺𝑃𝑃𝑖 ∗

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖 + 𝜸𝟐𝑿𝒊)（2） 

 

ここで、G(・)は標準ロジスティック累積分布関数

である。𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑖は、市区町村 i がグリーン購入の

効果を実感すると回答していれば 1、そうでなけれ

ば 0 を取る変数、𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖は市区町村 i がグ

リーン購入の効果を把握していると回答してれば

1、そうでなければ 0 を取る変数である。また、

𝐺𝑃𝑃𝑖は単独 GPP に関する変数、𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖は推

進宣言に関する変数、𝑿𝑖はコントロール変数のベ

クトルである。また、𝛽1、𝛽2、𝛽3、𝛽4、𝛽5、𝛽6、

𝜸𝟏、𝜸𝟐は推定すべきパラメータ（ベクトル）であ

る。 

注目する変数群について説明する。まず、𝐺𝑃𝑃𝑖

は、市区町村 i が単独 GPP を採用している場合に 1

を取る。次に、𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖は、市区町村 i がグ

リーン調達推進宣言を策定していれば 1 を取る。な

お、どのスキームに含まれるかは区別しない。これ

らは、単独 GPP もしくは推進宣言を策定するかど

うかが、グリーン調達の効果を実感しているか、及

びグリーン調達の効果を把握しているかどうかに与

える影響を明らかにすることが期待される。よっ

て、これらの変数は正の符号を持つことが期待され

る。 

加えて、単独 GPP 及び推進宣言が同時に策定さ

れている場合の影響を特定するため、𝐺𝑃𝑃𝑖と

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖の交差項を投入する。これは、それ

ぞれの GPP の相乗効果を捉えることが予想される

が、先に推進宣言を策定し、単独 GPP を後に策定

した場合と、逆の場合、及び同時に策定した場合で

異なる影響が考えられる。前節で述べたように、単

独 GPP は具体的なマニュアルを含むような内容と

なっていることが多いため、推進宣言よりもグリー

ン調達の促進効果が大きい可能性が高い。推進宣言

の後に単独 GPP を策定した場合及び両方同時に策

定した場合の方が、推進宣言を後に策定した場合よ

りも高いグリーン調達促進効果が確認されると考え

られる。 

説明変数ベクトル𝑿𝑖には、各市区町村の標準財政

規模、面積及び各役所の職員数の自然対数を投入す

る。それぞれ、各市区町村の財政や人的資本の規模

の影響を捉えることを目的とする。各変数の符号

は、正となることが期待される。また、都道府県固

定効果を投入した。 

被説明変数である「グリーン調達の効果の実感」

及び「グリーン調達の効果の把握」をしている市区

町村数は非常に少ない（図 5 及び図 6 参照）。こ

のような場合、最尤法による推定は妥当な結果をも

たらさないことが知られている（大倉・鎌倉, 

2007）。よって、本稿では、パラメータの推定にあ

たり、Firth（1993）によって提案されている方法を

使用する。具体的には、式 (1)及び (2)に対して、

それぞれ以下のような対数尤度関数log𝐹𝐿(・)を想

定する。 

log𝐹𝐿(𝜷𝟏) = log𝐿(𝜷𝟏) +
1

2
log|𝐼(𝜷𝟏)|（3）

log𝐹𝐿(𝜷𝟐) = log𝐿(𝜷𝟐) +
1

2
log|𝐼(𝜷𝟐)|（4） 

ただし、𝜷𝟏及び𝜷𝟐は、それぞれ先に述べた式（1）

及び式（2）のパラメータ群である。よって、

log𝐿(𝜷𝟏)及び log𝐿(𝜷𝟐)は、それぞれ式（1）と

（2）をもとにした、グリーン購入の効果の実感及

び把握についての対数尤度関数である。さらに、右

辺第 2 項は、バイアスを取り除くため修正項である

（大島・鎌倉, 2007）。ここで、|𝐼(𝜷𝟏)|及び|𝐼(𝜷𝟐)|

は、フィッシャーの情報行列であり、すなわち、パ



ラメータ群𝜷𝟏及び𝜷𝟐の分散共分散行列の逆行列で

ある。 

表 1 の（1）列から（6）列に、グリーン調達の効

果の実感の有無を被説明変数とした分析結果をまと

めている。それぞれの数値は、平均限界効果

（Average Partial Effects, 以下 APE）である。な

お、説明変数についての分析結果は割愛する1。 

 まず、単独 GPP 策定の効果について説明する。

調達業務の効率化及び総費用の縮減効果を除いて、

APE は統計的に有意であり、符号はいずれも正で

ある。環境負荷削減効果及び、少なくとも一つの項

目で実感があるかどうかに対して、約 13 から 16%

という最も大きい APE が検出された。また、調達

総量の削減効果及び他の環境取り組みとの相乗効果

の実感に対して、約 9 から 10％の APE が確認さ

れた。さらに、推進宣言が策定されている場合に、

単独 GPP を追加で策定した場合は、環境負荷低減

効果、調達総量の削減効果及び何らかの実感に対し

て統計的に有意な APE が確認され、いずれも符号

は正であった。ただし、単独 GPP だけを策定した

場合と比べ、APE は小さくなる傾向にある。 

 次に、推進宣言策定の効果について説明する。調

達総量の削減効果を除いて、統計的に有意な APE

が確認され、符号は正であった。何らかの実感に対

して、最も高い約 13％の APE が確認された。環境

負荷低減効果に対しては約 8％、総費用の縮減効果

に対して約 7％、相乗効果に対して約 5％及び調達

業務の効率化に対して約 3％の APE が確認され

た。また、単独 GPP を策定している場合に、追加

的に推進宣言を策定した場合、APE はいずれの項

目に対しても統計的に有意ではなかった。いずれの

項目に対しても、推進宣言の APE は単独 GPP の

APE よりも小さい傾向にある。また、統計的に有

意な影響が確認される項目も少ないことがわかっ

た。ただし、単独 GPP 及び推進宣言を同時に策定

した場合は、それらを単体で策定した場合と比べ

て、高い APE が検出される傾向にある。 

表 1 の（7）列から（12）列は、グリーン調達の

効果の把握の有無を被説明変数とした分析結果をま

とめている。実感に対する分析結果と異なり、単独

GPP 及び推進宣言の両方とも把握を促進する効果

は確認されない傾向にある。まず、単独 GPP につ

いて見ると、単体で策定した場合、いずれの項目に

対しても有意ではない。しかし、推進宣言に追加し

て策定した場合は、環境負荷低減効果及び何らかの

把握に対して統計的に有意な APE が確認され、同

様に符号は正であった。それぞれ、約 5％と約 6％

である。次に、推進宣言を単体で策定した場合は、

調達業務の効率化の効果の把握に対してのみ、統計

的に有意 APE が確認された。符号は正であるが、

約 2％と、非常に小さい。 

単独 GPP に追加して推進宣言を策定した場合

は、いずれの項目についても有意な APE は確認さ

れなかった。他方で、推進宣言に追加して単独

GPP を策定した場合は、環境負荷低減効果及び何

らかの把握に対して、正で有意な APE が検出され

た。いずれも、約 5％であった。調達業務の効率化

に対しても APE は統計的に有意であったが、符号

は負であった。 

グリーン調達の効果の把握について、最も多くの

項目に影響が確認されるのが、単独 GPP と推進宣

言を同時に策定した場合で、相乗効果と調達業務の

効率化を除いて統計的に有意な APE が得られ、符

号は正であった。ただし、APE は最も高くても、

何らかの把握に対する約 6％である。 

 

 

 

表 1 単独 GPP 及び推進宣言の効果の実感/把握に対する APE（Firth の方法） 

 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） 

  効果を実感する確率の上昇 効果を把握する確率の上昇 

 
1 分析結果の全体は、付録 A1 及び A2 を参照。 
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無→GPP 13.3%*** 9.7%*** 9.2%*** 5.1% 4.0% 15.2%*** -0.3% 2.4% -0.6% 2.2% 2.0% 3.5% 

無→推進宣言 7.8%*** 2.7% 5.1%*** 7.4%*** 3.0%** 12.8%*** -0.8% 0.5% -0.3% 1.2% 2.3%** 0.7% 

無→両方 17.7%*** 7.4%*** 8.7%*** 11.2%*** 3.3%** 24.3%*** 4.0%** 3.6%** 2.5% 3.8%** -0.5% 5.8%*** 

GPP→両方 4.5% -2.4% -0.6% 6.1% -0.8% 9.0% 4.3%** 1.1% 3.1% 1.6% -2.5% 2.3% 

推進宣言→両方 10.0%*** 4.7%** 3.5% 3.8% 0.2% 11.5%*** 4.7%*** 3.0% 2.7% 2.6% -2.8%** 5.1%*** 

各数値は、APE を表す。p < 0.01 ***, p < 0.05 **. 省略されている説明変数は、面積の対数、財政力指数の対

数、及び職員数の対数である。また、都道府県固定効果が全てのモデルに投入されている。 

 

 

4. 考察 

 

 統計分析の結果、単独 GPP と推進宣言は、グ

リーン調達の効果の実感及び把握に対して、一定の

促進効果が見られることがわかった。また、両方と

も、実感に対する効果の方が高い傾向にある。ま

た、単独 GPP と推進宣言の効果の大きさを見る

と、効果の実感については単独 GPP の方が高い傾

向が明瞭に見られる。ただし、効果の把握において

は、単独 GPP と推進宣言を両方策定した場合には

多くの項目で若干の促進効果が見られる一方、単独

GPP を単体で策定した場合や推進宣言に追加して

策定した場合は、促進効果はほとんど見られなかっ

た。 

効果の実感に対して、単独 GPP の APE の方が高

い傾向にあるのは、単独 GPP がマニュアルを含む

内容であり、実務上の有効性が推進宣言よりも高い

と考えられることと整合的である。単独 GPP と推

進宣言を同時に策定した場合には、特に高い促進効

果が見られるのも、基本的には単独 GPP の影響力

の強さを反映していると考えられる。実際、推進宣

言を単独 GPP に追加して策定した場合の APE

は、いずれの効果の実感に対しても有意ではない。

推進宣言は、グリーン調達へコミットすることを宣

言するものであり、何もないところに策定すること

で、意識の向上等があっても、より実務上の有効性

が高い単独 GPP がある場合には、追加的に得られ

ることがほとんどないと考えられる。 

ただし、推進宣言の策定自体は、グリーン調達の

効果の実感に対し、ある程度の促進効果が見られる

ことは注目すべきである。図 4 からわかるよう

に、単独 GPP が策定されていたとしても、製品の

判断の難しさを担当者は感じる傾向にある。これ

は、そもそもグリーン調達のマニュアル自体が難解

であることを示唆している。単独 GPP の策定及び

その遂行は、決して低くないハードルと言える。そ

れに対して、推進宣言の策定は容易であり、意識の

向上等によってある程度グリーン調達の効果の実感

等にもつながりうる。グリーン調達を進める際の流

れとして、まずは推進宣言の策定から始めるという

のは、非常に有用だと考えられる。 

他方で、グリーン調達の効果を把握することは、

単独 GPP や推進宣言の策定だけでは困難であるこ

とが明らかになった。単独 GPP と推進宣言を両方

策定することで、把握が進む可能性は若干高まるも

のの、それだけでは不十分であると考えられる。 

グリーン調達の効果の把握を妨げる要因として

は、以下のようなことが考えられる。まず、グリー

ン調達のマニュアルには、グリーン調達の具体的な

効果の把握方法は含まれていないと考えられる。ま

た、そもそも、グリーン調達にはどのような効果が

期待できるのかが認識されていない可能性が高い。

これは、図 4 のように、具体的な項目を指定せ

ず、「グリーン調達の効果」のわかりにくさについ



て調査した場合に、単独 GPP や推進宣言の有無に

関わらず、2 割程度の市区町村で阻害要因と回答し

ていることからも伺える。グリーン購入法の基本方

針を見ると、「あらゆる分野の環境負荷の低減」

等、グリーン調達によってどのような効果が想定さ

れるか、具体的な想像の難しい説明がなされている

（環境省, 2018）。さらには、図 1 からわかるよう

に、近年のグリーン調達は温室効果ガスの削減（地

球温暖化対策）や資源循環・省資源化（循環型社

会）など、多様な目的と結び付けられている。グリ

ーン調達の担当者や役所全体としてグリーン調達の

効果を把握していくためには、どのようにして効果

を把握すればよいか、具体的に想定される効果は何

か、ガイドラインを作る必要があると考えられる。 

また、環境負荷削減効果の把握には、購入数量や

購入した製品の環境負荷などの情報が不可欠である

と推測される。Miyamoto et al. (2020)の GPP は

（購入数量を把握するだけでよい）グリーン購入率

の把握を促進するという結果を踏まえると、GPP

には（環境負荷削減効果を計算できるような形で）

製品の環境負荷の情報把握を促進する力は（少なく

とも現状では）ないと推測される。 

おそらく購入数量や製品の環境負荷などの情報が

市区町村内でデータベース化されていないと、環境

負荷削減効果の把握が非常に難しいと思われる。そ

の他の効果の把握も同様の問題を抱えていると思わ

れる。つまり、グリーン購入の効果の把握には調達

（購入）情報のデジタル化が必要になると思われ

る。 

本稿には、以下の課題がある。まず、グリーン調

達の効果について、実際の数量的指標を用いて評価

していない。グリーン調達に関する担当者の実感に

対して、実際の成果が伴っているかを検証する必要

があると考えられる。次に、グリーン調達の効果の

実感と把握は、相互に影響しあっている可能性があ

る。すなわち、効果の実感がより強くなれば把握す

る意欲が生まれる可能性もあれば、効果の把握が進

むことで実感が生まれる可能性もある。このような

逆因果の可能性への対処も、今後の課題である。 
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Appendices 

 

A.1 ロジットモデル（Firth の方法）による係数（全体） 

 

 効果を実感する確率の上昇 効果を把握する確率の上昇 
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単独 GPP 1.28*** 1.41*** 2.07*** 0.74** 1.09** 1.08*** -0.12 0.92 -0.47 0.82 0.99 0.75 

推進宣言 0.87*** 0.56 1.52*** 0.97*** 0.90** 0.95*** -0.31 0.28 -0.18 0.51 1.07** 0.19 

単独 GPP＊推進宣言 -0.60 -0.79 -1.58*** -0.42 -1.05 -0.57 1.34 -0.03 1.59 -0.14 -2.60*** 0.13 

職員数（対数） 0.22 0.39** 0.35** 0.10 0.04 0.28*** 0.53** 0.47 0.19 -0.28 -0.14 0.40** 

面積（対数） -0.11 -0.09 -0.19 -0.06 0.12 -0.07 0.01 -0.09 -0.06 0.48** -0.18 -0.01 

財政力指数（対数） 0.26 -0.07 0.59 0.04 0.30 0.20 -0.05 -0.30 -0.60 0.38 0.10 -0.33 

各数値は、係数を表す。p < 0.01 ***, p < 0.05 **. 都道府県固定効果が全てのモデルに投入されている。 

 

A.2 ロジットモデル（通常の方法）による係数（全体） 

 

 効果を実感する確率の上昇 効果を把握する確率の上昇 
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単独 GPP 1.31*** 1.46*** 2.21*** 0.74* 1.14** 1.11*** 1.31*** 1.46*** 2.21*** 0.74* 1.14** 1.11*** 

推進宣言 0.93*** 0.60* 1.65*** 1.04*** 0.98** 1.01*** 0.93*** 0.60* 1.65*** 1.04*** 0.98** 1.01*** 

単独 GPP＊推進宣言 -0.60* -0.80* -1.74*** -0.41 -1.1 -0.60* -0.60* -0.80* -1.74*** -0.41 -1.1 -0.60* 

職員数（対数） 0.23* 0.40** 0.39** 0.1 0.04 0.30*** 0.23* 0.40** 0.39** 0.1 0.04 0.30*** 

面積（対数） -0.12 -0.08 -0.2 -0.06 0.14 -0.07 -0.12 -0.08 -0.2 -0.06 0.14 -0.07 

財政力指数（対数） 0.26 -0.06 0.63 0.03 0.34 0.19 0.26 -0.06 0.63 0.03 0.34 0.19 

各数値は、係数を表す。p < 0.01 ***, p < 0.05 **. 都道府県固定効果が全てのモデルに投入されている。 
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